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倉敷市総合福祉事業団虐待防止指針

Ⅰ「虐待防止指針」作成の目的

児童，高齢者及び障害者の虐待防止法の趣旨を理解し，事業団全体で「虐待防止」に

取り組むための指針とすることを目的として作成する。

Ⅱ「虐待防止」の共通理解

【虐待防止に関する法律】

○「児童虐待防止等に関する法律」（平成12年5月24日法律第82号）〔児童虐待防止法〕

○「高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」

（平成17年11月9日法律第124号）〔高齢者虐待防止法〕

○「障害者の虐待防止，障害者の養護者に対する支援等に関する法律」

（平成23年6月24日法律第79号）〔障害者虐待防止法〕

・・・・以下まとめて「虐待防止３法」という。・・・・・・・

虐待防止３法に定められている内容（関係分）

・・・・各法の条文から抜粋・・・・

１【虐待の定義】

〔児童虐待防止法〕

第２条 この法律において，「児童虐待」とは，保護者（親権を行う者，未成年後見人

その他の者で，児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（１

８歳に満たない者をいう。以下同じ。）について行う次に掲げる行為をいう。

(１) 児童の身体に外傷が生じ，又は生じるおそれのある暴行を加えること。

(２) 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせるこ

と。

(３) 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置，保護者

以外の同居人による前２号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保

護者としての監護を著しく怠ること。
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(４) 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応，児童が同居する家庭におけ

る配偶者に対する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが，事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。）の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体

に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。）

その他児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

〔高齢者虐待防止法〕

第２条 この法律において「高齢者」とは，６５歳以上の者をいう。

２ この法律において「養護者」とは，高齢者を現に養護する者であって養介護施設従

事者等（第５項第１号の施設の業務に従事する者及び同項第２号の事業において業務

に従事する者をいう。以下同じ。）以外のものをいう。

３ この法律において「高齢者虐待」とは，養護者による高齢者虐待及び養介護施設従

事者等による高齢者虐待をいう。

４ この法律において「養護者による高齢者虐待」とは，次のいずれかに該当する行為

をいう。

(１) 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為

イ 高齢者の身体に外傷が生じ，又は生じるおそれのある暴行を加えること。

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置，養護者以外の同居

人によるイ，ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心

理的外傷を与える言動を行うこと。

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせる

こと。

(２) 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該

高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

５ この法律において「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは，次のいずれかに

該当する行為をいう。

(１) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する老人福祉施設

若しくは同法第２９条第１項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法（平成９

年法律第１２３号）第８条第２１項に規定する地域密着型介護老人福祉施設，同

条第２６項に規定する介護老人福祉施設，同条第２７項に規定する介護老人保健
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施設若しくは同法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センター（以

下「養介護施設」という。）の業務に従事する者が，当該養介護施設に入所し，

その他当該養介護施設を利用する高齢者について行う次に掲げる行為

イ 高齢者の身体に外傷が生じ，又は生じるおそれのある暴行を加えること。

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護

すべき職務上の義務を著しく怠ること。

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心

理的外傷を与える言動を行うこと。

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせる

こと。

ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益

を得ること。

(２) 老人福祉法第５条の２第１項に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法

第８条第１項に規定する居宅サービス事業，同条第１４項に規定する地域密着型

サービス事業，同条第２３項に規定する居宅介護支援事業，同法第８条の２第１

項に規定する介護予防サービス事業，同条第１４項に規定する地域密着型介護予

防サービス事業若しくは同条第１８項に規定する介護予防支援事業（以下「養介

護事業」という。）において業務に従事する者が，当該養介護事業に係るサービ

スの提供を受ける高齢者について行う前号イからホまでに掲げる行為

６ ６５歳未満の者であって養介護施設に入所し，その他養介護施設を利用し，又は養

介護事業に係るサービスの提供を受ける障害者（障害者基本法（昭和４５年法律第８

４号）第２条第１号に規定する障害者をいう。）については，高齢者とみなして，養

介護施設従業者等による高齢者虐待に関する規定を適用する。

〔障害者虐待防止法〕

第２条 この法律において「障害者」とは，障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）

第２条第１号に規定する障害者をいう。

２ この法律において「障害者虐待」とは，養護者による障害者虐待，障害者福祉施設

従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいう。

３ この法律において「養護者」とは，障害者を現に養護する者であって障害者福祉施

設従事者等及び使用者以外のものをいう。
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４ この法律において「障害者福祉施設従事者等」とは，障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支

援法」という。）第５条第１１項に規定する障害者支援施設（以下「障害者支援施設」

という。）若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成１

４年法律第１６７号）第１１条第１号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者

総合施設のぞみの園が設置する施設（以下「のぞみの園」という。）（以下「障害者

福祉施設」という。）又は障害者総合支援法第５条第１項に規定する障害福祉サービ

ス事業，同条第１７項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業，同条

第２５項に規定する移動支援事業，同条第２６項に規定する地域活動支援センターを

経営する事業若しくは同条第２７項に規定する福祉ホームを経営する事業その他厚生

労働省令で定める事業（以下「障害福祉サービス事業等」という。）に係る業務に従

事する者をいう。

５ この法律において「使用者」とは，障害者を雇用する事業主（当該障害者が派遣労

働者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関す

る法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第２号に規定する派遣労働者をいう。以下

同じ。）である場合において当該派遣労働者に係る労働者派遣（同条第１号に規定す

る労働者派遣をいう。）の役務の提供を受ける事業主その他これに類するものとして

政令で定める事業主を含み，国及び地方公共団体を除く。以下同じ。）又は事業の経

営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者

をいう。

６ この法律において「養護者による障害者虐待」とは，次のいずれかに該当する行為

をいう。

(１) 養護者がその養護する障害者について行う次に掲げる行為

イ 障害者の身体に外傷が生じ，若しくは生じるおそれのある暴行を加え，又は正

当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

ロ 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせる

こと。

ハ 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心

理的な外傷を与える言動を行うこと。

ニ 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置，養護者以外の同居人
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によるイからハまでに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

(２) 養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該

障害者から不当に財産上の利益を得ること。

７ この法律において「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」とは，障害者福祉

施設従事者等が，当該障害者福祉施設に入所し，その他当該障害者福祉施設を利用す

る障害者又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害者につ

いて行う次のいずれかに該当する行為をいう。

(１) 障害者の身体に外傷が生じ，若しくは生じるおそれのある暴行を加え，又は正

当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

(２) 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせる

こと。

(３) 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心

理的な外傷を与える言動を行うこと。

(４) 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置，当該障害者福祉施設

に入所し，その他当該障害者福祉施設を利用する他の障害者又は当該障害福祉サ

ービス事業等に係るサービスの提供を受ける他の障害者による前３号に掲げる行

為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠るこ

と。

(５) 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得

ること。

８ この法律において「使用者による障害者虐待」とは，使用者が当該事業所に使用さ

れる障害者について行う次のいずれかに該当する行為をいう。

(１) 障害者の身体に外傷が生じ，若しくは生じるおそれのある暴行を加え，又は正

当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

(２) 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせる

こと。

(３) 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心

理的な外傷を与える言動を行うこと。

(４) 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置，当該事業所に使用さ

れる他の労働者による前３号に掲げる行為と同様の行為の放置その他これらに準
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ずる行為を行うこと。

(５) 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得

ること。

２【虐待の禁止】

〔児童虐待防止法〕

第３条 何人も，児童に対し，虐待をしてはならない。

〔高齢者虐待防止法〕

規定なし

〔障害者虐待防止法〕

第３条 何人も，障害者に対し，虐待をしてはならない。

３【虐待の早期発見等】【虐待に係る通告・通報】

〔児童虐待防止法〕

（児童虐待の早期発見等）

第５条 学校，児童福祉施設，病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校

の教職員，児童福祉施設の職員，医師，保健師，弁護士その他児童の福祉に業務上関

係のある者は，児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し，児童虐待の早期発

見に努めなければならない。

２ 前項に規定する者は，児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受

けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努

めなければならない。

３ 学校及び児童福祉施設は，児童及び保護者に対して，児童虐待の防止のための教育

又は啓発に努めなければならない。

（児童虐待に係る通告）

第６条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は，速やかに，これを市町村，

都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村，都

道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

２ 前項の規定による通告は，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２５条の規

定による通告と見なして，同法の規定を適用する。

３ 刑法（明治４０年法律第４５号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法
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律の規定は，第１項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはな

らない。

〔高齢者虐待防止法〕

（高齢者虐待の早期発見等）

第５条 養介護施設，病院，保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養

介護施設従事者等，医師，保健師，弁護士その他高齢者の福祉に業務上関係のある者

は，高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し，高齢者虐待の早期発見に努

めなければならない。

２ 前項に規定する者は，国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発

活動及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければ

ならない。

（養護者による高齢者虐待に係る通報等）

第７条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は，当該高齢

者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は，速やかにこれを市町村に通報し

なければならない。

２ 前項に定める場合のほか，養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発

見した者は，速やかに，これを市町村に通報するように努めなければならない。

３ 刑法（明治４０年法律第４５号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法

律の規定は，前２項の規定による通報をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはな

らない。

〔障害者虐待防止法〕

（障害者虐待の早期発見等）

第６条

２ 障害者福祉施設，学校，医療機関，保健所その他障害者の福祉に業務上関係のある

団体並びに障害者福祉施設従事者等，学校の教職員，医師，歯科医師，保健師，弁護

士その他障害者の福祉に業務上関係のある者及び使用者は，障害者虐待を発見しやす

い立場にあることを自覚し，障害者虐待の早期発見に努めなければならない。

３ 前項に規定する者は，国及び地方公共団体が講ずる障害者虐待の防止のための啓発

活動及び障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援のための施策に協力するよ

う努めなければならない。
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（養護者による障害者虐待に係る通報等）

第７条 養護者による障害者虐待（１８歳未満の障害者について行われるものを除く。

以下この章において同じ。）を受けたと思われる障害者を発見した者は，速やかに，

これを市町村に通報しなければならない。

２ 刑法（明治４０年法律第４５号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法

律の規定は，前項の規定による通報をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはなら

ない。

４【施設従事者等による虐待の防止策】

〔児童虐待防止法〕

(注) 児童虐待防止法には「施設従事者等による虐待防止策」についての規定はない

が，同法第２条（P,1参照）では児童虐待を行う者として保護者（親権を行う者

未成年後見人その他の者で，児童を現に監護するものをいう。）と規定されてい

る。

監護とは監督し，保護することをいい，児童を監護するものには，里親，児童

福祉施設の長が含まれることとされている。そのため，この項にかかる児童福祉

施設従事者等は保護者に該当すると考えられる。

〔高齢者虐待防止法〕

（養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置）

第２０条 養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は，養介護施設従事者等の研修

の実施，当該養介護施設に入所し，その他当該養介護施設を利用し，又は当該養介護

事業に係るサービスの提供を受ける高齢者及びその家族からの苦情の処理の体制の整

備その他の養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずるもの

とする。

（養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等）

第２１条 養介護施設従事者等は，当該養介護施設従事者等がその業務に従事している

養介護施設又は養介護事業（当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う

者が設置する養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。）において業務に

従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した

場合は，速やかに，これを市町村に通報しなければならない。

２ 前項に定める場合のほか，養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われ
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る高齢者を発見した者は，当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合

は，速やかにこれを市町村に通報しなければならない。

３ 前２項に定める場合のほか，養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思わ

れる高齢者を発見した者は，速やかに，これを市町村に通報するように努めなければ

ならない。

４ 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は，その旨を市町村に届け出

ることができる。

５ 第１８条の規定は，第１項から第３項までの規定による通報又は前項の規定による

届出の受理に関する事務を担当する部局の周知について準用する。

６ 刑法（明治４０年法律第４５号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法

律の規定は，第１項から第３項までの規定による通報（虚偽であるもの及び過失によ

るものを除く。次項において同じ。）をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはな

らない。

７ 養介護施設従事者等は，第１項から第３項までの規定による通報をしたことを理由

として，解雇その他不利益な扱いを受けない。

〔障害者虐待防止法〕

（障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等のための措置）

第１５条 障害者福祉施設の設置者又は障害福祉サービス事業等を行う者は，障害者福

祉施設従事者等の研修の実施，当該障害者福祉施設に入所し，その他当該障害者福祉

施設を利用し，又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害

者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の障害者福祉施設従事者等によ

る障害者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。

（障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等）

第１６条 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見

した場合は，速やかに，これを市町村に通報しなければならない。

２ 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は，その旨を市町村に届

け出ることができる。

３ 刑法（明治４０年法律第４５号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法

律の規定は，第１項から第３項までの規定による通報（虚偽であるもの及び過失によ

るものを除く。次項において同じ。）をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはな
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らない。

４ 障害者福祉施設従事者等は，第１項の規定による通報をしたことを理由として，解

雇その他不利益な扱いを受けない。

Ⅲ「虐待」の当事者（対象者と虐待を行う可能性がある関係者）

１ 児童（１８歳に満たない者） 保護者（親権を行う者，未成年後見人その他

の者で，児童を現に監護するもの（児

童福祉施設従事者を含む））

２ 高齢者（６５歳以上の者） 養護者，養介護施設従事者等

３ 障害者（障害者基本法に規定する者） 養護者，障害者福祉施設従事者等，

使用者

Ⅳ「虐待」の種類

１ 身体的な虐待

（対象者の）身体に外傷が生じ，若しくは生じるおそれのある暴行を加え，又は正

当な理由なく身体を拘束すること。

２ 性的な行為

（対象者に）わいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。

３ 心理的な虐待

（対象者に）著しい暴言，著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の著

しい心理的な外傷を与える言動を行うこと。

４ 放置

（対象者を）衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置，（他の対象者による）

１から３までに掲げる行為と同様の行為の放置その他養護すべき職務上の義務を著し

く怠ること。

５ 経済的虐待

（対象者の）財産を不当に処分することその他（対象者から）不当に財産上の利益を

得ること。
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Ⅴ「身体拘束」に対する考え方（厚生労働省「障害者虐待防止マニュアル」より）

１ 基本的な考え方

「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待。

身体拘束が日常化することがさらに深刻な虐待事案の第一歩となる危険がある。

やむを得ず身体拘束をする場合であっても，その必要性を慎重に判断するとともに，

その範囲は最小限にしなければならない。

判断に当たっては適切な手続きを踏むとともに，身体拘束の解消に向けての道筋を

明確にして，職員全体で取り組む必要がある。

２ 身体拘束の具体的な内容としては，以下のような行為が該当すると考えられる。

(１) 車いすやベッドなどに縛り付ける。

(２) 手指の機能を制限するために，ミトン型の手袋を付ける。

(３) 行動を制限するために，介護衣（つなぎ服）を着せる。

(４) 支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。

(５) 行動を落ち着かせるために，向精神薬を過剰に服用させる。

(６) 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

３ やむを得ず身体拘束を行う３要件

(１) 切迫性

身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し，それで

もなお身体拘束を行うことが必要な程度まで利用者本人等の生命又は身体が危険

にさらされる可能性が高いことを確認する必要。

(２) 非代替性

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法が無いことが要件。利用

者本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法を選択する必要。

(３) 一時性

身体拘束その他の行動制限が，必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要。

《やむを得ず身体拘束を行うときの手続き》

ア 組織による決定と個別支援計画への記載

イ 本人・家族への十分な説明

ウ 必要な事項の記録
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Ⅵ 事業団の施設・事業と虐待防止３法との関係

１ 虐待防止３法に規定されている施設・事業

・ふじ園

・くすのき園

・身体障がい者デイサービスセンター

・障がい者支援センター

・ホームヘルプステーション

・居宅介護支援センター

２ 虐待防止３法の対象者が利用者となる施設・事業

・障がい者就業・生活支援センター

・老人福祉センター

・児童館，児童センター

・ファミリーサポートセンター

・介護予防事業

・子育て支援事業

・感覚矯正事業

・真備健康福祉館（子ども広場）

Ⅶ 事業団の取り組み

１ 業務中の虐待防止の取り組み

この指針では当事業団が実施している事業が広範囲で多岐にわたっていることか

ら，虐待防止に関する全般的なことについてのみ記載しており，児童，高齢者及び障

害者各分野での個別の事案等には踏み込んでいない。

したがって施設及び事業部門のうち「虐待防止（対応）マニュアル」の作成が必要

な施設等では，国等から示されている内容とこの指針を参考にそれぞれの事業実態に

合わせた内容で作成し，虐待防止に努めるものとする。それ以外の施設等では，この

指針に示す内容を踏まえ虐待防止に努めるものとする。

２ 虐待の早期発見の取り組み

虐待防止３法では，「（各分野の）福祉に業務上関係のある団体及び者は，虐待を
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発見しやすい立場にあることを自覚し，虐待の早期発見に努めなければならない。」

と規定されている。

さらに，虐待を発見した場合には，速やかに市町村又は都道府県の関係機関に通告

・通報することとされている。

当事業団及び職員は，法の規定に従って虐待の早期発見に努め発見後の対応を速や

かに行うものとする。

３ 虐待防止の啓発の取り組み

当事業団は，虐待防止の啓発に積極的に協力する。

４ 国及び地方公共団体への協力の取り組み

当事業団は，虐待防止に関して国及び地方公共団体に積極的に協力する。


